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問 問合せ 時 とき 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

お知らせ

Informatio
nインフォメ

ーション

健康・福祉
介護

環境 スポーツ その他教育

年末年始の
ごみ収集について

問 住民環境課　☎801-5824
　収集日は「令和６年度地区別ごみ
収集カレンダー」のとおりです。再度、
お手持ちのごみ収集カレンダーをご
確認ください。
　１月は「紙類・ペットボトル・もやせ
ないごみ」が１週ずれますので、ご注
意ください。
　１月１日㊌～３日㊎はごみの収集
をお休みさせていただきます。皆さま
にはご迷惑をおかけしますが、この期
間はごみ出しをしないようご協力をお
願いします。

償却資産をお持ちの方は
申告が必要です

問 税務課固定資産税係☎801-5786
　土地および家屋以外の事業の用に
供することができる資産は、償却資産
として固定資産税の対象となります。

事業の用に供することができる資産（例）
●商店、事務所または工場などを
経営している場合の機械類、事
務機器類など
●不動産賃貸業（駐車場やアパー
トなどの貸付業）を営んでいる場
合のアスファルト舗装、植栽等
外構工事など
●飲食業を営んでいる場合の厨房
用品、レジスター、看板など
　令和7年1月1日時点で、このよう
な資産を町内にお持ちの方、また
は貸付をしている方は、申告が必
要です。

　 令和7年1月31日㊎
※12月中旬に文書を送付します。届
かない場合はご連絡ください。（町
ホームページからダウンロードでき
ます）
※町では、公平・適正な課税のため、税
務署調査のほか各種の調査を行っ
ております。正当な理由がなく申告
されない場合や虚偽の申告をされ
た場合は、地方税法の規定により過
料または罰金などを課せられること
があります。また、資産を本来申告
すべき年度に申告されなかった場
合には、過去にさかのぼって課税さ
れるほか、その不足税額に対する延
滞金を徴収されることがあります。

〆

【クリーンパーク長与】
☎865-6477
年末：12月30日㊊16時まで
年始：1月4日㊏８時45分から
【時津クリーンセンター】
☎882-3089
年末：12月28日㊏12時まで
年始：1月4日㊏８時45分から

消費生活相談出前講座
を実施しています！

問 地域安全課交通防犯係
☎801-5662　FAX883-1464

時 平日10時～16時
1時間～1時間30分程度
※休日の実施につきましては、ご相
　談ください。

所 申込団体にてご準備

内 悪質商法・ニセ電話詐欺防止講座
料 無料
申 申込書を地域安全課窓口へ直接
持ち込みまたはFAXにて提出

他 申込書は地域安全課窓口でお渡
し。または、長与町ホームページで
ダウンロード可能。

対 町内のおおむね15人以上の団体
（自治会、老人会など）

障害者福祉医療費
助成制度

福祉課障害者福祉係　
☎801-5827

対 ①身体障害者手帳1級～3級、療育
　手帳A1・A2・B1、精神障害者保
　健福祉手帳1級をお持ちの方
②特定医療費（指定難病）医療受
　給者証をお持ちの方

　支給対象者が医療機関で支払われ
た保険診療金額の一部を助成する制
度です。助成を受けるためには、福祉
課で認定手続きが必要です。(所得制
限有)

問申

令和7年
二十歳のつどいについて

問 生涯学習課 ☎801-5682

対 平成16年4月2日から
平成17年4月1日に生まれた人

所 長与町民文化ホール
（長与町吉無田郷73番地1）

時 令和7年1月12日㊐
開場10時～　開式11時～

12月25日㊌は
固定資産税・都市計画税
第３期の納期限です

問 税務課固定資産税係
☎801-5786

納期限までに納めましょう。
【納付方法】
・金融機関
・コンビニエンスストア
・スマートフォンによるモバイル決済
・eLTAX地方税お支払サイト
・口座振替
  （残高不足にご注意ください）

令和7年
「新生活門松カード」販売中！

問 地域安全課
交通防犯係
☎801-5662

時 平日9時～17時

料 1組（2枚）100円
※無くなり次第終了

所・地域安全課
  （役場3階）
・ふれあいセンター
・南交流センター

テレビの「受信障害」
対策を実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）
 受付時間 ９時～22時（年中無休）

●携帯電話などで利用する電波帯の
拡大に伴い、町内の一部地域にお
いて、テレビの映像が乱れる可能性
があります。（※ケーブルテレビや光
ケーブルで地デジをご覧の場合は
影響ありません。）

　受信障害が起きそうなお宅や、そう
なる可能性が高いお宅には、対策
員が訪問・確認のうえ、対策作業を
無料で実施します。

　※対象となる地区には、あらかじめ
　お知らせをお届けしています。

　費用は一切かかりません。また物品
の販売をすることもありません。

●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。

　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問い合わせください。

ヘルプマーク・ヘルプカード
を配布しています

福祉課障害者福祉係
☎801-5827
県障害福祉課　☎895-2453

問申

対 義足や人工関節を使用している
方、内部障害、発達障害、難病の方
など

汚水桝の清掃は
定期的に行いましょう

問 上下水道課　☎801－5832
　宅内の排水設備は、お住まいの方
ご自身で管理していただくものです。
　家庭から出たトイレ以外の排水は、
汚水桝（トラップ桝）でごみや油を取
り除いてから下水道管に流れます。そ
のため、汚水桝を放置すると、排水管
の詰まりや悪臭の原因になります。ご
みや油などは定期的にすくい取り、新
聞紙などに包ん
で燃えるごみと
して処分してく
ださい。

油が溜まる

水

ごみなどが溜まる

きれいな状態の桝

●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としている
ことを知らせ、援助が得やすくなる
ことを目的としたもの

●ヘルプカード
障害のある方が災害時
や緊急時など、周囲の人
に提示し、手助けを求め
ることを目的としたもの

家庭ごみの持ち込みについて
年末年始の受入時間は
下記のとおりです。

年末年始は大変混雑するため、ごみの
受入れにお時間がかかることがありま
す。時間に余裕をもってお越しください。

ごみを持ち込む場
合の注意点につい
て、こちらをご確認
のうえ持ち込みを
お願いします。

町内５つの「地区コミュニティ」とは

問 地域安全課地域協働係　☎801-5662
　長与町には、住民が主体となって住みよいまちづくりを進めるために、小学校区を
基本とした５つの「地区コミュニティ」があります。各地区コミュニティは、8～13の自
治会で構成されています。ぜひ、地区コミュニティの活動に参加してみましょう♪

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取り組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決することが可能となる。
詳しくは、広報ながよ令和４年３月号の地区コミュニティ特集をご覧ください。

▲広報ながよ
　令和４年３月号
　地区コミュニティ
　特集はこちら

寡婦福祉医療制度について

問 こども政策課子育て支援係　☎801-5886
　寡婦の方が入院で支払った医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるためには、まず受給者の資格申請
が必要です。申請に必要な書類は状況により異なりますので、詳しくはこども政策課にお問い合わせください。

●対象者　
以下の条件にすべて該当する方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方
または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と同居していない
※前年の所得税が課税されている方は対象外

●助成の対象となる医療費
・病院１か所につき、１か月分の医療費から以下の
自己負担額を差し引いた金額
・入院日数１日につき1,200円
・高額医療費や附加給付金など健康保険から補助
がある場合は、相当額を差し引いた金額
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問 住民環境課　☎801-5824
　収集日は「令和６年度地区別ごみ
収集カレンダー」のとおりです。再度、
お手持ちのごみ収集カレンダーをご
確認ください。
　１月は「紙類・ペットボトル・もやせ
ないごみ」が１週ずれますので、ご注
意ください。
　１月１日㊌～３日㊎はごみの収集
をお休みさせていただきます。皆さま
にはご迷惑をおかけしますが、この期
間はごみを出さないようご協力をお
願いします。

償却資産をお持ちの方は
申告が必要です

問 税務課固定資産税係☎801-5786
　土地および家屋以外の事業の用に
供することができる資産は、償却資産
として固定資産税の対象となります。

事業の用に供することができる資産（例）
●商店、事務所または工場などを
経営している場合の機械類、事
務機器類など
●不動産賃貸業（駐車場やアパー
トなどの貸付業）を営んでいる場
合のアスファルト舗装、植栽等
外構工事など
●飲食業を営んでいる場合の厨房
用品、レジスター、看板など
　令和7年1月1日時点で、このよう
な資産を町内にお持ちの方、また
は貸付をしている方は、申告が必
要です。

　 令和7年1月31日㊎
※12月中旬に文書を送付します。届
かない場合はご連絡ください。（町
ホームページからダウンロードでき
ます）
※町では、公平・適正な課税のため、税
務署調査のほか各種の調査を行っ
ております。正当な理由がなく申告
されない場合や虚偽の申告をされ
た場合は、地方税法の規定により過
料または罰金などを課せられること
があります。また、資産を本来申告
すべき年度に申告されなかった場
合には、過去にさかのぼって課税さ
れるほか、その不足税額に対する延
滞金を徴収されることがあります。

〆

【クリーンパーク長与】
☎865-6477
年末：12月30日㊊16時まで
年始：1月4日㊏８時45分から
【時津クリーンセンター】
☎882-3089
年末：12月28日㊏12時まで
年始：1月4日㊏８時45分から

消費生活相談出前講座
を実施しています！

問 地域安全課交通防犯係
☎801-5662　FAX883-1464

時 平日10時～16時
1時間～1時間30分程度
※休日の実施につきましては、ご相
　談ください。

所 申込団体にてご準備

内 悪質商法・ニセ電話詐欺防止講座
料 無料
申 申込書を地域安全課窓口へ直接
持ち込みまたはFAXにて提出

他 申込書は地域安全課窓口でお渡
し。または、長与町ホームページで
ダウンロード可能。

対 町内のおおむね15人以上の団体
（自治会、老人会など）

障害者福祉医療費
助成制度

福祉課障害者福祉係　
☎801-5827

対 ①身体障害者手帳1級～3級、療育
　手帳A1・A2・B1、精神障害者保
　健福祉手帳1級をお持ちの方
②特定医療費（指定難病）医療受
　給者証をお持ちの方

　支給対象者が医療機関で支払われ
た保険診療金額の一部を助成する制
度です。助成を受けるためには、福祉
課で認定手続きが必要です。(所得制
限有)

問申

令和7年
二十歳のつどいについて

問 生涯学習課 ☎801-5682

対 平成16年4月2日から
平成17年4月1日に生まれた人

所 長与町民文化ホール
（長与町吉無田郷73番地1）

時 令和7年1月12日㊐
開場10時～　開式11時～

12月25日㊌は
固定資産税・都市計画税
第３期の納期限です

問 税務課固定資産税係
☎801-5786

納期限までに納めましょう。
【納付方法】
・金融機関
・コンビニエンスストア
・スマートフォンによるモバイル決済
・eLTAX地方税お支払サイト
・口座振替
  （残高不足にご注意ください）

令和7年
「新生活門松カード」販売中！

問 地域安全課
交通防犯係
☎801-5662

時 平日9時～17時

料 1組（2枚）100円
※無くなり次第終了

所・地域安全課
  （役場3階）
・ふれあいセンター
・南交流センター

テレビの「受信障害」
対策を実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）
 受付時間 ９時～22時（年中無休）

●携帯電話などで利用する電波帯の
拡大に伴い、町内の一部地域にお
いて、テレビの映像が乱れる可能性
があります。（※ケーブルテレビや光
ケーブルで地デジをご覧の場合は
影響ありません。）

　受信障害が起きそうなお宅や、そう
なる可能性が高いお宅には、対策
員が訪問・確認のうえ、対策作業を
無料で実施します。

　※対象となる地区には、あらかじめ
　お知らせをお届けしています。

　費用は一切かかりません。また物品
の販売をすることもありません。

●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。

　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問い合わせください。

ヘルプマーク・ヘルプカード
を配布しています

福祉課障害者福祉係
☎801-5827
県障害福祉課　☎895-2453

問申

対 義足や人工関節を使用している
方、内部障害、発達障害、難病の方
など

汚水桝の清掃は
定期的に行いましょう

問 上下水道課　☎801－5832
　宅内の排水設備は、お住まいの方
ご自身で管理していただくものです。
　家庭から出たトイレ以外の排水は、
汚水桝（トラップ桝）でごみや油を取
り除いてから下水道管に流れます。そ
のため、汚水桝を放置すると、排水管
の詰まりや悪臭の原因になります。ご
みや油などは定期的にすくい取り、新
聞紙などに包ん
で燃えるごみと
して処分してく
ださい。

油が溜まる

水

ごみなどが溜まる

きれいな状態の桝

●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としている
ことを知らせ、援助が得やすくなる
ことを目的としたもの

●ヘルプカード
障害のある方が災害時
や緊急時など、周囲の人
に提示し、手助けを求め
ることを目的としたもの

家庭ごみの持ち込みについて
年末年始の受入時間は
下記のとおりです。

年末年始は大変混雑するため、ごみの
受入れにお時間がかかることがありま
す。時間に余裕をもってお越しください。

ごみを持ち込む場
合の注意点につい
て、こちらをご確認
のうえ持ち込みを
お願いします。

町内５つの「地区コミュニティ」とは

問 地域安全課地域協働係　☎801-5662
　長与町には、住民が主体となって住みよいまちづくりを進めるために、小学校区を
基本とした５つの「地区コミュニティ」があります。各地区コミュニティは、8～13の自
治会で構成されています。ぜひ、地区コミュニティの活動に参加してみましょう♪

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取り組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決することが可能となる。
詳しくは、広報ながよ令和４年３月号の地区コミュニティ特集をご覧ください。

▲広報ながよ
　令和４年３月号
　地区コミュニティ
　特集はこちら

寡婦福祉医療制度について

問 こども政策課子育て支援係　☎801-5886
　寡婦の方が入院で支払った医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるためには、まず受給者の資格申請
が必要です。申請に必要な書類は状況により異なりますので、詳しくはこども政策課にお問い合わせください。

●対象者　
以下の条件にすべて該当する方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方
または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と同居していない
※前年の所得税が課税されている方は対象外

●助成の対象となる医療費
・病院１か所につき、１か月分の医療費から以下の
自己負担額を差し引いた金額
・入院日数１日につき1,200円
・高額医療費や附加給付金など健康保険から補助
がある場合は、相当額を差し引いた金額
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お知らせ

Informatio
nインフォメ

ーション

健康・福祉
介護

環境 スポーツ その他教育

年末年始の
ごみ収集について

問 住民環境課　☎801-5824
　収集日は「令和６年度地区別ごみ
収集カレンダー」のとおりです。再度、
お手持ちのごみ収集カレンダーをご
確認ください。
　１月は「紙類・ペットボトル・もやせ
ないごみ」が１週ずれますので、ご注
意ください。
　１月１日㊌～３日㊎はごみの収集
をお休みさせていただきます。皆さま
にはご迷惑をおかけしますが、この期
間はごみ出しをしないようご協力をお
願いします。

償却資産をお持ちの方は
申告が必要です

問 税務課固定資産税係☎801-5786
　土地および家屋以外の事業の用に
供することができる資産は、償却資産
として固定資産税の対象となります。

事業の用に供することができる資産（例）
●商店、事務所または工場などを
経営している場合の機械類、事
務機器類など
●不動産賃貸業（駐車場やアパー
トなどの貸付業）を営んでいる場
合のアスファルト舗装、植栽等
外構工事など
●飲食業を営んでいる場合の厨房
用品、レジスター、看板など
　令和7年1月1日時点で、このよう
な資産を町内にお持ちの方、また
は貸付をしている方は、申告が必
要です。

　 令和7年1月31日㊎
※12月中旬に文書を送付します。届
かない場合はご連絡ください。（町
ホームページからダウンロードでき
ます）
※町では、公平・適正な課税のため、税
務署調査のほか各種の調査を行っ
ております。正当な理由がなく申告
されない場合や虚偽の申告をされ
た場合は、地方税法の規定により過
料または罰金などを課せられること
があります。また、資産を本来申告
すべき年度に申告されなかった場
合には、過去にさかのぼって課税さ
れるほか、その不足税額に対する延
滞金を徴収されることがあります。

〆

【クリーンパーク長与】
☎865-6477
年末：12月30日㊊16時まで
年始：1月4日㊏８時45分から
【時津クリーンセンター】
☎882-3089
年末：12月28日㊏12時まで
年始：1月4日㊏８時45分から

消費生活相談出前講座
を実施しています！

問 地域安全課交通防犯係
☎801-5662　FAX883-1464

時 平日10時～16時
1時間～1時間30分程度
※休日の実施につきましては、ご相
　談ください。

所 申込団体にてご準備

内 悪質商法・ニセ電話詐欺防止講座
料 無料
申 申込書を地域安全課窓口へ直接
持ち込みまたはFAXにて提出

他 申込書は地域安全課窓口でお渡
し。または、長与町ホームページで
ダウンロード可能。

対 町内のおおむね15人以上の団体
（自治会、老人会など）

障害者福祉医療費
助成制度

福祉課障害者福祉係　
☎801-5827

対 ①身体障害者手帳1級～3級、療育
　手帳A1・A2・B1、精神障害者保
　健福祉手帳1級をお持ちの方
②特定医療費（指定難病）医療受
　給者証をお持ちの方

　支給対象者が医療機関で支払われ
た保険診療金額の一部を助成する制
度です。助成を受けるためには、福祉
課で認定手続きが必要です。(所得制
限有)

問申

令和7年
二十歳のつどいについて

問 生涯学習課 ☎801-5682

対 平成16年4月2日から
平成17年4月1日に生まれた人

所 長与町民文化ホール
（長与町吉無田郷73番地1）

時 令和7年1月12日㊐
開場10時～　開式11時～

12月25日㊌は
固定資産税・都市計画税
第３期の納期限です

問 税務課固定資産税係
☎801-5786

納期限までに納めましょう。
【納付方法】
・金融機関
・コンビニエンスストア
・スマートフォンによるモバイル決済
・eLTAX地方税お支払サイト
・口座振替
  （残高不足にご注意ください）

令和7年
「新生活門松カード」販売中！

問 地域安全課
交通防犯係
☎801-5662

時 平日9時～17時

料 1組（2枚）100円
※無くなり次第終了

所・地域安全課
  （役場3階）
・ふれあいセンター
・南交流センター

テレビの「受信障害」
対策を実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）
 受付時間 ９時～22時（年中無休）

●携帯電話などで利用する電波帯の
拡大に伴い、町内の一部地域にお
いて、テレビの映像が乱れる可能性
があります。（※ケーブルテレビや光
ケーブルで地デジをご覧の場合は
影響ありません。）

　受信障害が起きそうなお宅や、そう
なる可能性が高いお宅には、対策
員が訪問・確認のうえ、対策作業を
無料で実施します。

　※対象となる地区には、あらかじめ
　お知らせをお届けしています。

　費用は一切かかりません。また物品
の販売をすることもありません。

●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。

　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問い合わせください。

ヘルプマーク・ヘルプカード
を配布しています

福祉課障害者福祉係
☎801-5827
県障害福祉課　☎895-2453

問申

対 義足や人工関節を使用している
方、内部障害、発達障害、難病の方
など

汚水桝の清掃は
定期的に行いましょう

問 上下水道課　☎801－5832
　宅内の排水設備は、お住まいの方
ご自身で管理していただくものです。
　家庭から出たトイレ以外の排水は、
汚水桝（トラップ桝）でごみや油を取
り除いてから下水道管に流れます。そ
のため、汚水桝を放置すると、排水管
の詰まりや悪臭の原因になります。ご
みや油などは定期的にすくい取り、新
聞紙などに包ん
で燃えるごみと
して処分してく
ださい。

油が溜まる

水

ごみなどが溜まる

きれいな状態の桝

●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としている
ことを知らせ、援助が得やすくなる
ことを目的としたもの

●ヘルプカード
障害のある方が災害時
や緊急時など、周囲の人
に提示し、手助けを求め
ることを目的としたもの

家庭ごみの持ち込みについて
年末年始の受入時間は
下記のとおりです。

年末年始は大変混雑するため、ごみの
受入れにお時間がかかることがありま
す。時間に余裕をもってお越しください。

ごみを持ち込む場
合の注意点につい
て、こちらをご確認
のうえ持ち込みを
お願いします。

町内５つの「地区コミュニティ」とは

問 地域安全課地域協働係　☎801-5662
　長与町には、住民が主体となって住みよいまちづくりを進めるために、小学校区を
基本とした５つの「地区コミュニティ」があります。各地区コミュニティは、8～13の自
治会で構成されています。ぜひ、地区コミュニティの活動に参加してみましょう♪

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取り組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決することが可能となる。
詳しくは、広報ながよ令和４年３月号の地区コミュニティ特集をご覧ください。

▲広報ながよ
　令和４年３月号
　地区コミュニティ
　特集はこちら

寡婦福祉医療制度について

問 こども政策課子育て支援係　☎801-5886
　寡婦の方が入院で支払った医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるためには、まず受給者の資格申請
が必要です。申請に必要な書類は状況により異なりますので、詳しくはこども政策課にお問い合わせください。

●対象者　
以下の条件にすべて該当する方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方
または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と同居していない
※前年の所得税が課税されている方は対象外

●助成の対象となる医療費
・病院１か所につき、１か月分の医療費から以下の
自己負担額を差し引いた金額
・入院日数１日につき1,200円
・高額医療費や附加給付金など健康保険から補助
がある場合は、相当額を差し引いた金額
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問 問合せ 時 とき 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

お知らせ

Informatio
nインフォメ

ーション

健康・福祉
介護

環境 スポーツ その他教育

年末年始の
ごみ収集について

問 住民環境課　☎801-5824
　収集日は「令和６年度地区別ごみ
収集カレンダー」のとおりです。再度、
お手持ちのごみ収集カレンダーをご
確認ください。
　１月は「紙類・ペットボトル・もやせ
ないごみ」が１週ずれますので、ご注
意ください。
　１月１日㊌～３日㊎はごみの収集
をお休みさせていただきます。皆さま
にはご迷惑をおかけしますが、この期
間はごみを出さないようご協力をお
願いします。

償却資産をお持ちの方は
申告が必要です

問 税務課固定資産税係☎801-5786
　土地および家屋以外の事業の用に
供することができる資産は、償却資産
として固定資産税の対象となります。

事業の用に供することができる資産（例）
●商店、事務所または工場などを
経営している場合の機械類、事
務機器類など
●不動産賃貸業（駐車場やアパー
トなどの貸付業）を営んでいる場
合のアスファルト舗装、植栽等
外構工事など
●飲食業を営んでいる場合の厨房
用品、レジスター、看板など
　令和7年1月1日時点で、このよう
な資産を町内にお持ちの方、また
は貸付をしている方は、申告が必
要です。

　 令和7年1月31日㊎
※12月中旬に文書を送付します。届
かない場合はご連絡ください。（町
ホームページからダウンロードでき
ます）
※町では、公平・適正な課税のため、税
務署調査のほか各種の調査を行っ
ております。正当な理由がなく申告
されない場合や虚偽の申告をされ
た場合は、地方税法の規定により過
料または罰金などを課せられること
があります。また、資産を本来申告
すべき年度に申告されなかった場
合には、過去にさかのぼって課税さ
れるほか、その不足税額に対する延
滞金を徴収されることがあります。

〆

【クリーンパーク長与】
☎865-6477
年末：12月30日㊊16時まで
年始：1月4日㊏８時45分から
【時津クリーンセンター】
☎882-3089
年末：12月28日㊏12時まで
年始：1月4日㊏８時45分から

消費生活相談出前講座
を実施しています！

問 地域安全課交通防犯係
☎801-5662　FAX883-1464

時 平日10時～16時
1時間～1時間30分程度
※休日の実施につきましては、ご相
　談ください。

所 申込団体にてご準備

内 悪質商法・ニセ電話詐欺防止講座
料 無料
申 申込書を地域安全課窓口へ直接
持ち込みまたはFAXにて提出

他 申込書は地域安全課窓口でお渡
し。または、長与町ホームページで
ダウンロード可能。

対 町内のおおむね15人以上の団体
（自治会、老人会など）

障害者福祉医療費
助成制度

福祉課障害者福祉係　
☎801-5827

対 ①身体障害者手帳1級～3級、療育
　手帳A1・A2・B1、精神障害者保
　健福祉手帳1級をお持ちの方
②特定医療費（指定難病）医療受
　給者証をお持ちの方

　支給対象者が医療機関で支払われ
た保険診療金額の一部を助成する制
度です。助成を受けるためには、福祉
課で認定手続きが必要です。(所得制
限有)

問申

令和7年
二十歳のつどいについて

問 生涯学習課 ☎801-5682

対 平成16年4月2日から
平成17年4月1日に生まれた人

所 長与町民文化ホール
（長与町吉無田郷73番地1）

時 令和7年1月12日㊐
開場10時～　開式11時～

12月25日㊌は
固定資産税・都市計画税
第３期の納期限です

問 税務課固定資産税係
☎801-5786

納期限までに納めましょう。
【納付方法】
・金融機関
・コンビニエンスストア
・スマートフォンによるモバイル決済
・eLTAX地方税お支払サイト
・口座振替
  （残高不足にご注意ください）

令和7年
「新生活門松カード」販売中！

問 地域安全課
交通防犯係
☎801-5662

時 平日9時～17時

料 1組（2枚）100円
※無くなり次第終了

所・地域安全課
  （役場3階）
・ふれあいセンター
・南交流センター

テレビの「受信障害」
対策を実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）
 受付時間 ９時～22時（年中無休）

●携帯電話などで利用する電波帯の
拡大に伴い、町内の一部地域にお
いて、テレビの映像が乱れる可能性
があります。（※ケーブルテレビや光
ケーブルで地デジをご覧の場合は
影響ありません。）

　受信障害が起きそうなお宅や、そう
なる可能性が高いお宅には、対策
員が訪問・確認のうえ、対策作業を
無料で実施します。

　※対象となる地区には、あらかじめ
　お知らせをお届けしています。

　費用は一切かかりません。また物品
の販売をすることもありません。

●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。

　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問い合わせください。

ヘルプマーク・ヘルプカード
を配布しています

福祉課障害者福祉係
☎801-5827
県障害福祉課　☎895-2453

問申

対 義足や人工関節を使用している
方、内部障害、発達障害、難病の方
など

汚水桝の清掃は
定期的に行いましょう

問 上下水道課　☎801－5832
　宅内の排水設備は、お住まいの方
ご自身で管理していただくものです。
　家庭から出たトイレ以外の排水は、
汚水桝（トラップ桝）でごみや油を取
り除いてから下水道管に流れます。そ
のため、汚水桝を放置すると、排水管
の詰まりや悪臭の原因になります。ご
みや油などは定期的にすくい取り、新
聞紙などに包ん
で燃えるごみと
して処分してく
ださい。

油が溜まる

水

ごみなどが溜まる

きれいな状態の桝

●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としている
ことを知らせ、援助が得やすくなる
ことを目的としたもの

●ヘルプカード
障害のある方が災害時
や緊急時など、周囲の人
に提示し、手助けを求め
ることを目的としたもの

家庭ごみの持ち込みについて
年末年始の受入時間は
下記のとおりです。

年末年始は大変混雑するため、ごみの
受入れにお時間がかかることがありま
す。時間に余裕をもってお越しください。

ごみを持ち込む場
合の注意点につい
て、こちらをご確認
のうえ持ち込みを
お願いします。

町内５つの「地区コミュニティ」とは

問 地域安全課地域協働係　☎801-5662
　長与町には、住民が主体となって住みよいまちづくりを進めるために、小学校区を
基本とした５つの「地区コミュニティ」があります。各地区コミュニティは、8～13の自
治会で構成されています。ぜひ、地区コミュニティの活動に参加してみましょう♪

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取り組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決することが可能となる。
詳しくは、広報ながよ令和４年３月号の地区コミュニティ特集をご覧ください。

▲広報ながよ
　令和４年３月号
　地区コミュニティ
　特集はこちら

寡婦福祉医療制度について

問 こども政策課子育て支援係　☎801-5886
　寡婦の方が入院で支払った医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるためには、まず受給者の資格申請
が必要です。申請に必要な書類は状況により異なりますので、詳しくはこども政策課にお問い合わせください。

●対象者　
以下の条件にすべて該当する方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方
または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と同居していない
※前年の所得税が課税されている方は対象外

●助成の対象となる医療費
・病院１か所につき、１か月分の医療費から以下の
自己負担額を差し引いた金額
・入院日数１日につき1,200円
・高額医療費や附加給付金など健康保険から補助
がある場合は、相当額を差し引いた金額
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問 問合せ 時 とき 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

令和6年度（第2回目：後期）被爆者定期健康診断を実施します

問 福祉課高齢者福祉係　☎801-5826
　対象の方には、はがきが送られます。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
　なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
※第二種健康診断受診者証をお持ちの方は受診できません。
※大腸がん・多発性骨髄腫の検診を実施します。
※各公民館などの開館時間は 9時からです。皆さまのご協力をお願いします。

確定申告の時期が近づいてきました　該当する方は早めのご準備を

問 税務課住民税係　☎801-5785　長崎税務署☎822-4231（自動音声「2」）

●スマートフォンやパソコンをお持ちの方
　　確定申告会場は大変混み合います。
国税庁ホームページ「確定申告書作成
コーナー」を利用していただくと、ご自
身で申告することができますのでぜひ
ご利用ください。
●事業所得（営業・農業・不動産）等がある方
　　長与町役場会場では、営業所得・農業所得・不動産
所得等がある方の収支内訳書の作成業務は行いま
せん。
　　会場へお越しの方は、収支内訳書はご自身で事前に
作成しご持参ください。作成方法が分からない場合
は、あらかじめ長崎税務署や広報ながよ10月号掲載の
指導機関等にご確認ください。長与町役場会場での申
告受付は、令和７年３月17日㊊までの予定です。
　　また、今年から事業を始めた方は、税務署への届出
が必要です。長崎税務署へご相談ください。
●入場整理券について
　　長与町役場会場では、入場整理券（当日券）での入
場制限を行います。前年に引き続き、「LINE」を利用し
た入場予約も併せて行います。
　　詳細につきましては、次月以降の広報やホームペー
ジにてご案内します。

●長与町役場会場で受付できない申告
・令和７年１月１日現在、長与町に住民
票のない方の申告
・令和６年分以外の申告（更正の請求、
修正申告を含む）
・準確定申告（亡くなられた方の申告）
・青色申告
・株式等の配当や、退職金がある方で申告分離課税を
選択される方（損失の繰越を含む）の申告
・相続税、贈与税、消費税の申告
・株式、先物、土地建物等を譲渡された方の申告
※土地建物を売却された方のみ、２月19日㊌、20日㊍
の日程で申告受付予定です。

・中古住宅購入、住宅の増改築、ローンの借り換えなど
の申告

　※新築住宅の「住宅借入金等特別控除」（初回の申告）
を受けられる方のみ、２月19日㊌、20日㊍、21日㊎
の日程で申告受付予定です。

・その他、複雑な申告（相続等に係る個人年金、雑損控
除等）

　　上記の申告をされる場合は、長崎税務署会場（長崎
新聞文化ホール　アストピア）にてお願いします。ご不
明な点があれば、お早めにお問い合わせください。

家屋の届出について

問 税務課固定資産税係☎801-5786

〆 12月27日㊎（届出用紙は町ホーム
ページからダウンロードできます）

　令和6年中に建物・車庫などの新
築・増築・改築・解体をされた方で、建
築確認申請（工事届）の提出や登記を
されていない方は、税務課固定資産税
係へ届け出てください。
　特に、建物を解体された方で、届出
がない場合、次年度も引き続き固定資
産税が課税されることがありますので、
解体後は速やかに届け出てください。

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

問 教育ローンコールセンター　
☎0570-008656(ナビダイヤル)
☎03-5321-8656

内【ご融資額】1人につき350万円以内
【金利】年2.35％　固定金利
（令和6年11月1日現在）
※在学期間内は利息のみの支払
　可能

詳しくは、ホームペー
ジまたは上記のコー
ルセンターまでお問
い合わせください。

　高校、大学などへの入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。

令和７・８年度建設工事等
競争入札参加資格審査
申請書の受付について

契約管財課契約管財係
☎801-5784
〒851-2185　嬉里郷 659-1

問申

時  受付期間
令和７年１月６日㊊～２月21日㊎
　郵送の場合：２月21日㊎消印有効
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （12時～13時を除く）

内  有効期間 令和７年４月１日㊋～
令和９年３月31日㊌の２年間

申 窓口または郵送で提出
提出要領および様式は、町ホーム
ページの入札・契約のページに掲
載（ダウンロード可）

要介護認定を受けている方への障害者控除対象者認定証明書の交付について

問 介護保険課　☎801-5823

対 申請の対象となる年の12月31日時点（基準日）におい
て、要介護認定（要介護1～5）の認定を受けている65
歳以上の方。
（ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、
死亡日時点で判定。）
基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間内
であれば、申請日時点での暫定の状況で発行します。
基準日において、要介護認定が変更となった場合は
訂正の申告が必要となりますのでご注意ください。
【適用区分】障害者控除対象者　　：要介護1～3
　　　　　特別障害者控除対象者：要介護4～5

申【窓口申請】窓口にて申請用紙にご記入いただけます。
事前に記入したものをご持参いただいてもかまいま
せん。来庁される方の身分証明書をご持参ください。
（本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場
合は、本人またはそのご家族の委任状が必要です。）
【郵送による申請】町ホームページより申請用紙をダ
ウンロードできます。必要箇所に記入の上、郵送にて
ご提出ください。申請の際に、申請者の身分証明書の
写しを添付してください。障害者控除対象者と認定さ
れた場合、対象者本人の住所（送付先が設定されてい
る場合は送付先設定の住所）へ障害者控除対象者認
定証明書を送付いたします。

　障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除（障害者
控除）の対象となります。
　対象となる場合、申請により、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。確定申告時にこの証
明書を提出することによって、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
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令和6年度（第2回目：後期）被爆者定期健康診断を実施します

問 福祉課高齢者福祉係　☎801-5826
　対象の方には、はがきが送られます。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
　なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
※第二種健康診断受診者証をお持ちの方は受診できません。
※大腸がん・多発性骨髄腫の検診を実施します。
※各公民館などの開館時間は 9時からです。皆さまのご協力をお願いします。

確定申告の時期が近づいてきました　該当する方は早めのご準備を

問 税務課住民税係　☎801-5785　長崎税務署☎822-4231（自動音声「2」）

●スマートフォンやパソコンをお持ちの方
　　確定申告会場は大変混み合います。
国税庁ホームページ「確定申告書作成
コーナー」を利用していただくと、ご自
身で申告することができますのでぜひ
ご利用ください。
●事業所得（営業・農業・不動産）等がある方
　　長与町役場会場では、営業所得・農業所得・不動産
所得等がある方の収支内訳書の作成業務は行いま
せん。
　　会場へお越しの方は、収支内訳書はご自身で事前に
作成しご持参ください。作成方法が分からない場合
は、あらかじめ長崎税務署や広報ながよ10月号掲載の
指導機関等にご確認ください。長与町役場会場での申
告受付は、令和７年３月17日㊊までの予定です。
　　また、今年から事業を始めた方は、税務署への届出
が必要です。長崎税務署へご相談ください。
●入場整理券について
　　長与町役場会場では、入場整理券（当日券）での入
場制限を行います。前年に引き続き、「LINE」を利用し
た入場予約も併せて行います。
　　詳細につきましては、次月以降の広報やホームペー
ジにてご案内します。

●長与町役場会場で受付できない申告
・令和７年１月１日現在、長与町に住民
票のない方の申告
・令和６年分以外の申告（更正の請求、
修正申告を含む）
・準確定申告（亡くなられた方の申告）
・青色申告
・株式等の配当や、退職金がある方で申告分離課税を
選択される方（損失の繰越を含む）の申告
・相続税、贈与税、消費税の申告
・株式、先物、土地建物等を譲渡された方の申告
※土地建物を売却された方のみ、２月19日㊌、20日㊍
の日程で申告受付予定です。

・中古住宅購入、住宅の増改築、ローンの借り換えなど
の申告

　※新築住宅の「住宅借入金等特別控除」（初回の申告）
を受けられる方のみ、２月19日㊌、20日㊍、21日㊎
の日程で申告受付予定です。

・その他、複雑な申告（相続等に係る個人年金、雑損控
除等）

　　上記の申告をされる場合は、長崎税務署会場（長崎
新聞文化ホール　アストピア）にてお願いします。ご不
明な点があれば、お早めにお問い合わせください。

家屋の届出について

問 税務課固定資産税係☎801-5786

〆 12月27日㊎（届出用紙は町ホーム
ページからダウンロードできます）

　令和6年中に建物・車庫などの新
築・増築・改築・解体をされた方で、建
築確認申請（工事届）の提出や登記を
されていない方は、税務課固定資産税
係へ届け出てください。
　特に、建物を解体された方で、届出
がない場合、次年度も引き続き固定資
産税が課税されることがありますので、
解体後は速やかに届け出てください。

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

問 教育ローンコールセンター　
☎0570-008656(ナビダイヤル)
☎03-5321-8656

内【ご融資額】1人につき350万円以内
【金利】年2.35％　固定金利
（令和6年11月1日現在）
※在学期間内は利息のみの支払
　可能

詳しくは、ホームペー
ジまたは上記のコー
ルセンターまでお問
い合わせください。

　高校、大学などへの入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。

令和７・８年度建設工事等
競争入札参加資格審査
申請書の受付について

契約管財課契約管財係
☎801-5784
〒851-2185　嬉里郷 659-1

問申

時  受付期間
令和７年１月６日㊊～２月21日㊎
　郵送の場合：２月21日㊎消印有効
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （12時～13時を除く）

内  有効期間 令和７年４月１日㊋～
令和９年３月31日㊌の２年間

申 窓口または郵送で提出
提出要領および様式は、町ホーム
ページの入札・契約のページに掲
載（ダウンロード可）

要介護認定を受けている方への障害者控除対象者認定証明書の交付について

問 介護保険課　☎801-5823

対 申請の対象となる年の12月31日時点（基準日）におい
て、要介護認定（要介護1～5）の認定を受けている65
歳以上の方。
（ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、
死亡日時点で判定。）
基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間内
であれば、申請日時点での暫定の状況で発行します。
基準日において、要介護認定が変更となった場合は
訂正の申告が必要となりますのでご注意ください。
【適用区分】障害者控除対象者　　：要介護1～3
　　　　　特別障害者控除対象者：要介護4～5

申【窓口申請】窓口にて申請用紙にご記入いただけます。
事前に記入したものをご持参いただいてもかまいま
せん。来庁される方の身分証明書をご持参ください。
（本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場
合は、本人またはそのご家族の委任状が必要です。）
【郵送による申請】町ホームページより申請用紙をダ
ウンロードできます。必要箇所に記入の上、郵送にて
ご提出ください。申請の際に、申請者の身分証明書の
写しを添付してください。障害者控除対象者と認定さ
れた場合、対象者本人の住所（送付先が設定されてい
る場合は送付先設定の住所）へ障害者控除対象者認
定証明書を送付いたします。

　障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除（障害者
控除）の対象となります。
　対象となる場合、申請により、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。確定申告時にこの証
明書を提出することによって、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。

月 日にち 健診場所 受付時間 対象地区

1月

8日㊌ ふれあいセンター
（2階）

9時40分～11時 百合野、百合野第1、百合野第2

13時～14時 道の尾、高田越、東高田、西高田、さくら野西、悠久荘

10日㊎ 老人福祉センター
（1階）

9時40分～11時 池山、井手本、日当野、南田川内、皆前、定林、まなび野西・東

13時～14時 嬉里中央、三彩、サニータウン南・北・東

15日㊌
北部地区多目的研修

集会施設 9時40分～11時 上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、浜崎、岡中央、
馬込一本松、塩床、川頭、岡岬

上長与地区公民館 13時～14時 木場、大越、横平、上平、下平、三根、緑ケ丘

16日㊍ 老人福祉センター
（1階）

9時40分～11時 ニュータウン東・中央・西、青葉台、嬉里谷、
フォーレツインキャッスル

13時～14時 内園、辻後、下高田、丸田谷、南陽台、北陽台
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令和6年度（第2回目：後期）被爆者定期健康診断を実施します

問 福祉課高齢者福祉係　☎801-5826
　対象の方には、はがきが送られます。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
　なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
※第二種健康診断受診者証をお持ちの方は受診できません。
※大腸がん・多発性骨髄腫の検診を実施します。
※各公民館などの開館時間は 9時からです。皆さまのご協力をお願いします。

確定申告の時期が近づいてきました　該当する方は早めのご準備を

問 税務課住民税係　☎801-5785　長崎税務署☎822-4231（自動音声「2」）

●スマートフォンやパソコンをお持ちの方
　　確定申告会場は大変混み合います。
国税庁ホームページ「確定申告書作成
コーナー」を利用していただくと、ご自
身で申告することができますのでぜひ
ご利用ください。
●事業所得（営業・農業・不動産）等がある方
　　長与町役場会場では、営業所得・農業所得・不動産
所得等がある方の収支内訳書の作成業務は行いま
せん。
　　会場へお越しの方は、収支内訳書はご自身で事前に
作成しご持参ください。作成方法が分からない場合
は、あらかじめ長崎税務署や広報ながよ10月号掲載の
指導機関等にご確認ください。長与町役場会場での申
告受付は、令和７年３月17日㊊までの予定です。
　　また、今年から事業を始めた方は、税務署への届出
が必要です。長崎税務署へご相談ください。
●入場整理券について
　　長与町役場会場では、入場整理券（当日券）での入
場制限を行います。前年に引き続き、「LINE」を利用し
た入場予約も併せて行います。
　　詳細につきましては、次月以降の広報やホームペー
ジにてご案内します。

●長与町役場会場で受付できない申告
・令和７年１月１日現在、長与町に住民
票のない方の申告
・令和６年分以外の申告（更正の請求、
修正申告を含む）
・準確定申告（亡くなられた方の申告）
・青色申告
・株式等の配当や、退職金がある方で申告分離課税を
選択される方（損失の繰越を含む）の申告
・相続税、贈与税、消費税の申告
・株式、先物、土地建物等を譲渡された方の申告
※土地建物を売却された方のみ、２月19日㊌、20日㊍
の日程で申告受付予定です。

・中古住宅購入、住宅の増改築、ローンの借り換えなど
の申告

　※新築住宅の「住宅借入金等特別控除」（初回の申告）
を受けられる方のみ、２月19日㊌、20日㊍、21日㊎
の日程で申告受付予定です。

・その他、複雑な申告（相続等に係る個人年金、雑損控
除等）

　　上記の申告をされる場合は、長崎税務署会場（長崎
新聞文化ホール　アストピア）にてお願いします。ご不
明な点があれば、お早めにお問い合わせください。

家屋の届出について

問 税務課固定資産税係☎801-5786

〆 12月27日㊎（届出用紙は町ホーム
ページからダウンロードできます）

　令和6年中に建物・車庫などの新
築・増築・改築・解体をされた方で、建
築確認申請（工事届）の提出や登記を
されていない方は、税務課固定資産税
係へ届け出てください。
　特に、建物を解体された方で、届出
がない場合、次年度も引き続き固定資
産税が課税されることがありますので、
解体後は速やかに届け出てください。

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

問 教育ローンコールセンター　
☎0570-008656(ナビダイヤル)
☎03-5321-8656

内【ご融資額】1人につき350万円以内
【金利】年2.35％　固定金利
（令和6年11月1日現在）
※在学期間内は利息のみの支払
　可能

詳しくは、ホームペー
ジまたは上記のコー
ルセンターまでお問
い合わせください。

　高校、大学などへの入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。

令和７・８年度建設工事等
競争入札参加資格審査
申請書の受付について

契約管財課契約管財係
☎801-5784
〒851-2185　嬉里郷 659-1

問申

時  受付期間
令和７年１月６日㊊～２月21日㊎
　郵送の場合：２月21日㊎消印有効
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （12時～13時を除く）

内  有効期間 令和７年４月１日㊋～
令和９年３月31日㊌の２年間

申 窓口または郵送で提出
提出要領および様式は、町ホーム
ページの入札・契約のページに掲
載（ダウンロード可）

要介護認定を受けている方への障害者控除対象者認定証明書の交付について

問 介護保険課　☎801-5823

対 申請の対象となる年の12月31日時点（基準日）におい
て、要介護認定（要介護1～5）の認定を受けている65
歳以上の方。
（ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、
死亡日時点で判定。）
基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間内
であれば、申請日時点での暫定の状況で発行します。
基準日において、要介護認定が変更となった場合は
訂正の申告が必要となりますのでご注意ください。
【適用区分】障害者控除対象者　　：要介護1～3
　　　　　特別障害者控除対象者：要介護4～5

申【窓口申請】窓口にて申請用紙にご記入いただけます。
事前に記入したものをご持参いただいてもかまいま
せん。来庁される方の身分証明書をご持参ください。
（本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場
合は、本人またはそのご家族の委任状が必要です。）
【郵送による申請】町ホームページより申請用紙をダ
ウンロードできます。必要箇所に記入の上、郵送にて
ご提出ください。申請の際に、申請者の身分証明書の
写しを添付してください。障害者控除対象者と認定さ
れた場合、対象者本人の住所（送付先が設定されてい
る場合は送付先設定の住所）へ障害者控除対象者認
定証明書を送付いたします。

　障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除（障害者
控除）の対象となります。
　対象となる場合、申請により、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。確定申告時にこの証
明書を提出することによって、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
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令和6年度（第2回目：後期）被爆者定期健康診断を実施します

問 福祉課高齢者福祉係　☎801-5826
　対象の方には、はがきが送られます。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
　なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
※第二種健康診断受診者証をお持ちの方は受診できません。
※大腸がん・多発性骨髄腫の検診を実施します。
※各公民館などの開館時間は 9時からです。皆さまのご協力をお願いします。

確定申告の時期が近づいてきました　該当する方は早めのご準備を

問 税務課住民税係　☎801-5785　長崎税務署☎822-4231（自動音声「2」）

●スマートフォンやパソコンをお持ちの方
　　確定申告会場は大変混み合います。
国税庁ホームページ「確定申告書作成
コーナー」を利用していただくと、ご自
身で申告することができますのでぜひ
ご利用ください。
●事業所得（営業・農業・不動産）等がある方
　　長与町役場会場では、営業所得・農業所得・不動産
所得等がある方の収支内訳書の作成業務は行いま
せん。
　　会場へお越しの方は、収支内訳書はご自身で事前に
作成しご持参ください。作成方法が分からない場合
は、あらかじめ長崎税務署や広報ながよ10月号掲載の
指導機関等にご確認ください。長与町役場会場での申
告受付は、令和７年３月17日㊊までの予定です。
　　また、今年から事業を始めた方は、税務署への届出
が必要です。長崎税務署へご相談ください。
●入場整理券について
　　長与町役場会場では、入場整理券（当日券）での入
場制限を行います。前年に引き続き、「LINE」を利用し
た入場予約も併せて行います。
　　詳細につきましては、次月以降の広報やホームペー
ジにてご案内します。

●長与町役場会場で受付できない申告
・令和７年１月１日現在、長与町に住民
票のない方の申告
・令和６年分以外の申告（更正の請求、
修正申告を含む）
・準確定申告（亡くなられた方の申告）
・青色申告
・株式等の配当や、退職金がある方で申告分離課税を
選択される方（損失の繰越を含む）の申告
・相続税、贈与税、消費税の申告
・株式、先物、土地建物等を譲渡された方の申告
※土地建物を売却された方のみ、２月19日㊌、20日㊍
の日程で申告受付予定です。

・中古住宅購入、住宅の増改築、ローンの借り換えなど
の申告

　※新築住宅の「住宅借入金等特別控除」（初回の申告）
を受けられる方のみ、２月19日㊌、20日㊍、21日㊎
の日程で申告受付予定です。

・その他、複雑な申告（相続等に係る個人年金、雑損控
除等）

　　上記の申告をされる場合は、長崎税務署会場（長崎
新聞文化ホール　アストピア）にてお願いします。ご不
明な点があれば、お早めにお問い合わせください。

家屋の届出について

問 税務課固定資産税係☎801-5786

〆 12月27日㊎（届出用紙は町ホーム
ページからダウンロードできます）

　令和6年中に建物・車庫などの新
築・増築・改築・解体をされた方で、建
築確認申請（工事届）の提出や登記を
されていない方は、税務課固定資産税
係へ届け出てください。
　特に、建物を解体された方で、届出
がない場合、次年度も引き続き固定資
産税が課税されることがありますので、
解体後は速やかに届け出てください。

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

問 教育ローンコールセンター　
☎0570-008656(ナビダイヤル)
☎03-5321-8656

内【ご融資額】1人につき350万円以内
【金利】年2.35％　固定金利
（令和6年11月1日現在）
※在学期間内は利息のみの支払
　可能

詳しくは、ホームペー
ジまたは上記のコー
ルセンターまでお問
い合わせください。

　高校、大学などへの入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。

令和７・８年度建設工事等
競争入札参加資格審査
申請書の受付について

契約管財課契約管財係
☎801-5784
〒851-2185　嬉里郷 659-1

問申

時  受付期間
令和７年１月６日㊊～２月21日㊎
　郵送の場合：２月21日㊎消印有効
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （12時～13時を除く）

内  有効期間 令和７年４月１日㊋～
令和９年３月31日㊌の２年間

申 窓口または郵送で提出
提出要領および様式は、町ホーム
ページの入札・契約のページに掲
載（ダウンロード可）

要介護認定を受けている方への障害者控除対象者認定証明書の交付について

問 介護保険課　☎801-5823

対 申請の対象となる年の12月31日時点（基準日）におい
て、要介護認定（要介護1～5）の認定を受けている65
歳以上の方。
（ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は、
死亡日時点で判定。）
基準日以前に申請をした場合、基準日が認定期間内
であれば、申請日時点での暫定の状況で発行します。
基準日において、要介護認定が変更となった場合は
訂正の申告が必要となりますのでご注意ください。
【適用区分】障害者控除対象者　　：要介護1～3
　　　　　特別障害者控除対象者：要介護4～5

申【窓口申請】窓口にて申請用紙にご記入いただけます。
事前に記入したものをご持参いただいてもかまいま
せん。来庁される方の身分証明書をご持参ください。
（本人またはそのご家族以外の方が申請者となる場
合は、本人またはそのご家族の委任状が必要です。）
【郵送による申請】町ホームページより申請用紙をダ
ウンロードできます。必要箇所に記入の上、郵送にて
ご提出ください。申請の際に、申請者の身分証明書の
写しを添付してください。障害者控除対象者と認定さ
れた場合、対象者本人の住所（送付先が設定されてい
る場合は送付先設定の住所）へ障害者控除対象者認
定証明書を送付いたします。

　障害者手帳の交付を受けていない方でも、「65歳以上で要介護認定を受けている方」は所得税や住民税の控除（障害者
控除）の対象となります。
　対象となる場合、申請により、控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。確定申告時にこの証
明書を提出することによって、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。

月 日にち 健診場所 受付時間 対象地区

1月

8日㊌ ふれあいセンター
（2階）

9時40分～11時 百合野、百合野第1、百合野第2

13時～14時 道の尾、高田越、東高田、西高田、さくら野西、悠久荘

10日㊎ 老人福祉センター
（1階）

9時40分～11時 池山、井手本、日当野、南田川内、皆前、定林、まなび野西・東

13時～14時 嬉里中央、三彩、サニータウン南・北・東

15日㊌
北部地区多目的研修

集会施設 9時40分～11時 上斉藤、毛屋白津、舟津、佐敷川内、前田川内、浜崎、岡中央、
馬込一本松、塩床、川頭、岡岬

上長与地区公民館 13時～14時 木場、大越、横平、上平、下平、三根、緑ケ丘

16日㊍ 老人福祉センター
（1階）

9時40分～11時 ニュータウン東・中央・西、青葉台、嬉里谷、
フォーレツインキャッスル

13時～14時 内園、辻後、下高田、丸田谷、南陽台、北陽台
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無料で受けられる
キャッチアップ接種は
令和7年3月まで！

問 こども政策課　☎801-5881
対 ①定期接種：小学校６年～高校１

年相当の女性
②キャッチアップ：高校２年相当～
平成９年度生まれの女性

１回接種でも効果は見込まれるため、
接種をご希望の方は早めの接種を！
詳しくは、下記町ホーム
ページおよびリンク先
をご覧ください。子宮頸
がんワクチンについて
（町ホームページ）▶

一般家庭・公共施設からの
もやせるゴミ排出量・
紙類の資源化量の比較

リサイクルできる紙類

もやせるごみ
排出量 前年度比

10月分
累計

512,260㎏
3,741,760㎏

▲42,340㎏
▲72,010㎏

排出量月

月

前年度比
10月分
累計

37,330㎏
325,280㎏

▲8,250㎏
▲41,150㎏

紙類は種類ごとに回収しています。後出し
は回収漏れの原因になりますのでご注意く
ださい。紙類に限らず、ごみは朝８時までに
出しましょう。

住民環境課環境係☎801-5824問

人口のうごき

令和６年10月31日現在（前年同月比）
39,512人

17,155世帯
18,789人
20,723人

-391人
67世帯
-206人
-185人

人口
世帯
男
女

22人
35人

113人
101人

出生
死亡

転入
転出

令和6年10月から、新型コロナワクチンの定期接種が始まりました

　新型コロナワクチン予防接種は、令和6年度からB類疾病※の定期接種になりました。接種券や勧奨ハガキなどは送付し
ません。接種を希望される場合は、インフルエンザと同じように、各医療機関に直接連絡して予約してください。

※高齢者の新型コロナワクチン、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンなどB類疾病予防接種については、個人の予防を目的
として希望される方に実施していだくもので、接種の義務などはありません。医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や
副反応などについて理解した上で、希望する場合に接種されるようにお願いいたします。

※定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として受けることも可能です。
接種費用は全額自己負担となります。各医療機関にご相談ください。

定期・任意の予防接種が
実施できる町内の医療
機関一覧はこちら

相 談

家計の見直し・生活改善相談会　ファイナンシャル・プランナー（FP）に相談しましょう

問 地域安全課交通防犯係　☎801-5662
時 1月23日㊍　9時～20時
内 こんなことで悩んでいませんか？
以下に当てはまる方はぜひご相談を。
・多重債務（借金）を抱えていて返済が苦しい
・住宅ローンや教育費の支出が多い
・家計の収支を把握し、生活の基盤を整えたい

定 先着10名

料 無料

〆 1月15日㊌

申 相談までの流れ
1.相談日の予約（窓口または電話）
2.相談日までに提出書類（家計の
収支表など）を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラ
ン、返済プランを策定

新規就農相談会を
開催します

問 長与町農業支援センター事務局
（長与町役場　産業振興課内）
☎801-5836

時 令和7年１月6日㊊
13時30分～16時

所 長与町役場２階　産業振興課
申 電話にて事前申込み
〆 12月20日㊎
他 就農相談は随時受け付け中

　年末年始に帰省される方など、普段
来庁が難しい方を対象に、就農に向け
ての個人相談会を開催します。この機
会にぜひご参加ください。

令和6年度
「ひきこもり家族の相談会」

開催のお知らせ

問 健康保険課　☎801-5820
【一人で抱えず、お話ししてみませんか】
　家族がひきこもりになったとき、家
族として「接し方がわからない」「今後
はどうなっていくのだろう」など多くの
悩みがあると思います。
　そんな悩みをご家族だけで抱えて
いませんか。この機会に悩みを相談し
てみませんか。
　「ひきこもり家族の相談会」を開催
します。ぜひご参加ください。

時 12月19日㊍14時30分～16時
所 長与町公民館2階　講座室
(長与町嬉里郷636)

対 長与町、時津町、西海市在住でひ
きこもり当事者のご家族

内 精神科医等への無料相談など 料 無料

申 長与町役場健康保険課☎801-5820
時津町役場福祉課　☎865-6940

〆 12月12日㊍

長崎エリア移住＆
転職相談会【完全予約制】

問 ながさき移住ウェルカムプラザ
☎0120-301-801

時 1月13日㊊10時～17時
〆 1月6日㊊
他 完全予約制です。長
崎市移住定住ホー
ムページ（ながさき
人になろう）の専用
申込ページからお
申し込みください。

　長崎エリア（長崎市・長与町・時津
町）への移住を考えている方向けに、
オンラインでの相談会を開催します。
　長崎エリアへの移住をご検討のご
家族やお知り合いがいらっしゃいまし
たら、ぜひご紹介ください！完全予約
制となっていますので、下記をご確認
の上、事前にご予約をお願いします。

ながよみかんカフェ

問 介護保険課包括支援係☎801-5822
長与町地域包括支援センター　
☎887-3008

所 老人福祉センター　大ホール
内 認知症について不安や相談があ
る、認知症について学びたい、出か
ける場所がほしい、人と話したい、
同じ趣味を楽しみたいなど、どな
たでも参加していいところです。お
茶やコーヒー、ちょっとしたお菓子
を準備しています。お気軽にご参
加ください。
12月の内容  クリスマス会

料 100円 申 申込み不要
他 時間内出入り自由

時 12月20日㊎ 13時30分～15時30分

人権相談・行政困りごとなんでも相談

健康相談

問 健康保険課健康増進係　☎801-5820
内 看護師、栄養士などが、血圧、体組成の測定や健康、栄養に関する相談をお受
けしています。

料 無料

●ファイナンシャル・
　プランナーとは
節約から、税金、住宅ロー
ン、不動産、相続などあら
ゆる「お金」に関すること
を熟知した専門家。収入
と支出のバランスを考慮
した計画を提案・アドバイ
スします。

▲申込ページ

問 総務課行政係　☎801-5781
　合同相談所を開設しています。事前予約は必
要ありませんので、お気軽にお越しください。相
談は無料で、秘密は堅く守られます。

時
所所

所所
時

所所
時

●　  12月10日㊋　10時～15時
　　  長与町公民館
●　  12月17日㊋　13時～16時 
　　  長与町公民館
●　  １月21日㊋　13時～16時
　　  ふれあいセンター
※12月10日は、人権相談のみの実施となります。

【人権相談特設相談・行政困りごとなんでも相談】

行政困りごとなんでも相談
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など、
行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。
長崎行政監視行政相談センター　☎849-1101

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所
とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時
所
月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局　☎0570-003-110

人権相談

10月中のうごき

日付 場所 時間
12月 5 日㊍ イオンタウン長与（第1木曜） 9時30分～11時30分
12月10日㊋ ふれあいセンター1階ホール（第2火曜） 9時～12時
12月21日㊏ 役場守衛室前（第4土曜） 9時～12時
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問 問合せ 時 とき 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

無料で受けられる
キャッチアップ接種は
令和7年3月まで！

問 こども政策課　☎801-5881
対 ①定期接種：小学校６年～高校１

年相当の女性
②キャッチアップ：高校２年相当～
平成９年度生まれの女性

１回接種でも効果は見込まれるため、
接種をご希望の方は早めの接種を！
詳しくは、下記町ホーム
ページおよびリンク先
をご覧ください。子宮頸
がんワクチンについて
（町ホームページ）▶

一般家庭・公共施設からの
もやせるゴミ排出量・
紙類の資源化量の比較

リサイクルできる紙類

もやせるごみ
排出量 前年度比

10月分
累計

512,260㎏
3,741,760㎏

▲42,340㎏
▲72,010㎏

排出量月

月

前年度比
10月分
累計

37,330㎏
325,280㎏

▲8,250㎏
▲41,150㎏

紙類は種類ごとに回収しています。後出し
は回収漏れの原因になりますのでご注意く
ださい。紙類に限らず、ごみは朝８時までに
出しましょう。

住民環境課環境係☎801-5824問

人口のうごき

令和６年10月31日現在（前年同月比）
39,512人

17,155世帯
18,789人
20,723人

-391人
67世帯
-206人
-185人

人口
世帯
男
女

22人
35人

113人
101人

出生
死亡

転入
転出

令和6年10月から、新型コロナワクチンの定期接種が始まりました

　新型コロナワクチン予防接種は、令和6年度からB類疾病※の定期接種になりました。接種券や勧奨ハガキなどは送付し
ません。接種を希望される場合は、インフルエンザと同じように、各医療機関に直接連絡して予約してください。

※高齢者の新型コロナワクチン、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンなどB類疾病予防接種については、個人の予防を目的
として希望される方に実施していだくもので、接種の義務などはありません。医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や
副反応などについて理解した上で、希望する場合に接種されるようにお願いいたします。

※定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として受けることも可能です。
接種費用は全額自己負担となります。各医療機関にご相談ください。

定期・任意の予防接種が
実施できる町内の医療
機関一覧はこちら

相 談

家計の見直し・生活改善相談会　ファイナンシャル・プランナー（FP）に相談しましょう

問 地域安全課交通防犯係　☎801-5662
時 1月23日㊍　9時～20時
内 こんなことで悩んでいませんか？
以下に当てはまる方はぜひご相談を。
・多重債務（借金）を抱えていて返済が苦しい
・住宅ローンや教育費の支出が多い
・家計の収支を把握し、生活の基盤を整えたい

定 先着10名

料 無料

〆 1月15日㊌

申 相談までの流れ
1.相談日の予約（窓口または電話）
2.相談日までに提出書類（家計の
収支表など）を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラ
ン、返済プランを策定

新規就農相談会を
開催します

問 長与町農業支援センター事務局
（長与町役場　産業振興課内）
☎801-5836

時 令和7年１月6日㊊
13時30分～16時

所 長与町役場２階　産業振興課
申 電話にて事前申込み
〆 12月20日㊎
他 就農相談は随時受け付け中

　年末年始に帰省される方など、普段
来庁が難しい方を対象に、就農に向け
ての個人相談会を開催します。この機
会にぜひご参加ください。

令和6年度
「ひきこもり家族の相談会」

開催のお知らせ

問 健康保険課　☎801-5820
【一人で抱えず、お話ししてみませんか】
　家族がひきこもりになったとき、家
族として「接し方がわからない」「今後
はどうなっていくのだろう」など多くの
悩みがあると思います。
　そんな悩みをご家族だけで抱えて
いませんか。この機会に悩みを相談し
てみませんか。
　「ひきこもり家族の相談会」を開催
します。ぜひご参加ください。

時 12月19日㊍14時30分～16時
所 長与町公民館2階　講座室
(長与町嬉里郷636)

対 長与町、時津町、西海市在住でひ
きこもり当事者のご家族

内 精神科医等への無料相談など 料 無料

申 長与町役場健康保険課☎801-5820
時津町役場福祉課　☎865-6940

〆 12月12日㊍

長崎エリア移住＆
転職相談会【完全予約制】

問 ながさき移住ウェルカムプラザ
☎0120-301-801

時 1月13日㊊10時～17時
〆 1月6日㊊
他 完全予約制です。長
崎市移住定住ホー
ムページ（ながさき
人になろう）の専用
申込ページからお
申し込みください。

　長崎エリア（長崎市・長与町・時津
町）への移住を考えている方向けに、
オンラインでの相談会を開催します。
　長崎エリアへの移住をご検討のご
家族やお知り合いがいらっしゃいまし
たら、ぜひご紹介ください！完全予約
制となっていますので、下記をご確認
の上、事前にご予約をお願いします。

ながよみかんカフェ

問 介護保険課包括支援係☎801-5822
長与町地域包括支援センター　
☎887-3008

所 老人福祉センター　大ホール
内 認知症について不安や相談があ
る、認知症について学びたい、出か
ける場所がほしい、人と話したい、
同じ趣味を楽しみたいなど、どな
たでも参加していいところです。お
茶やコーヒー、ちょっとしたお菓子
を準備しています。お気軽にご参
加ください。
12月の内容  クリスマス会

料 100円 申 申込み不要
他 時間内出入り自由

時 12月20日㊎ 13時30分～15時30分

人権相談・行政困りごとなんでも相談

健康相談

問 健康保険課健康増進係　☎801-5820
内 看護師、栄養士などが、血圧、体組成の測定や健康、栄養に関する相談をお受
けしています。

料 無料

●ファイナンシャル・
　プランナーとは
節約から、税金、住宅ロー
ン、不動産、相続などあら
ゆる「お金」に関すること
を熟知した専門家。収入
と支出のバランスを考慮
した計画を提案・アドバイ
スします。

▲申込ページ

問 総務課行政係　☎801-5781
　合同相談所を開設しています。事前予約は必
要ありませんので、お気軽にお越しください。相
談は無料で、秘密は堅く守られます。

時
所所

所所
時

所所
時

●　  12月10日㊋　10時～15時
　　  長与町公民館
●　  12月17日㊋　13時～16時 
　　  長与町公民館
●　  １月21日㊋　13時～16時
　　  ふれあいセンター
※12月10日は、人権相談のみの実施となります。

【人権相談特設相談・行政困りごとなんでも相談】

行政困りごとなんでも相談
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など、
行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。
長崎行政監視行政相談センター　☎849-1101

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所
とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時
所
月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局　☎0570-003-110

人権相談

10月中のうごき

項目 内容
予防接種 新型コロナワクチン定期接種（B類疾病）
対象 ・接種日時点で65歳以上

・接種日時点で60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス（HIV）による
免疫の機能に障害を有する方（障害者手帳1級相当の方）

接種できる時期 10月1日～令和7年2月28日
自己負担額 2,000円

※生活保護世帯の方は自己負担が免除されますので、生活保護世帯証明書を役場（福祉課）で発
行し医療機関へご持参ください。
※町民税非課税世帯の無料制度はありません。

接種方法 ・希望する医療機関に電話で予約
・保険証と自己負担金を持参し接種

接種証明書 令和6年度以降に接種した分の証明書交付はありません。
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無料で受けられる
キャッチアップ接種は
令和7年3月まで！

問 こども政策課　☎801-5881
対 ①定期接種：小学校６年～高校１

年相当の女性
②キャッチアップ：高校２年相当～
平成９年度生まれの女性

１回接種でも効果は見込まれるため、
接種をご希望の方は早めの接種を！
詳しくは、下記町ホーム
ページおよびリンク先
をご覧ください。子宮頸
がんワクチンについて
（町ホームページ）▶

一般家庭・公共施設からの
もやせるゴミ排出量・
紙類の資源化量の比較

リサイクルできる紙類

もやせるごみ
排出量 前年度比

10月分
累計

512,260㎏
3,741,760㎏

▲42,340㎏
▲72,010㎏

排出量月

月

前年度比
10月分
累計

37,330㎏
325,280㎏

▲8,250㎏
▲41,150㎏

紙類は種類ごとに回収しています。後出し
は回収漏れの原因になりますのでご注意く
ださい。紙類に限らず、ごみは朝８時までに
出しましょう。

住民環境課環境係☎801-5824問

人口のうごき

令和６年10月31日現在（前年同月比）
39,512人

17,155世帯
18,789人
20,723人

-391人
67世帯
-206人
-185人

人口
世帯
男
女

22人
35人

113人
101人

出生
死亡

転入
転出

令和6年10月から、新型コロナワクチンの定期接種が始まりました

　新型コロナワクチン予防接種は、令和6年度からB類疾病※の定期接種になりました。接種券や勧奨ハガキなどは送付し
ません。接種を希望される場合は、インフルエンザと同じように、各医療機関に直接連絡して予約してください。

※高齢者の新型コロナワクチン、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンなどB類疾病予防接種については、個人の予防を目的
として希望される方に実施していだくもので、接種の義務などはありません。医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や
副反応などについて理解した上で、希望する場合に接種されるようにお願いいたします。

※定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として受けることも可能です。
接種費用は全額自己負担となります。各医療機関にご相談ください。

定期・任意の予防接種が
実施できる町内の医療
機関一覧はこちら

相 談

家計の見直し・生活改善相談会　ファイナンシャル・プランナー（FP）に相談しましょう

問 地域安全課交通防犯係　☎801-5662
時 1月23日㊍　9時～20時
内 こんなことで悩んでいませんか？
以下に当てはまる方はぜひご相談を。
・多重債務（借金）を抱えていて返済が苦しい
・住宅ローンや教育費の支出が多い
・家計の収支を把握し、生活の基盤を整えたい

定 先着10名

料 無料

〆 1月15日㊌

申 相談までの流れ
1.相談日の予約（窓口または電話）
2.相談日までに提出書類（家計の
収支表など）を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラ
ン、返済プランを策定

新規就農相談会を
開催します

問 長与町農業支援センター事務局
（長与町役場　産業振興課内）
☎801-5836

時 令和7年１月6日㊊
13時30分～16時

所 長与町役場２階　産業振興課
申 電話にて事前申込み
〆 12月20日㊎
他 就農相談は随時受け付け中

　年末年始に帰省される方など、普段
来庁が難しい方を対象に、就農に向け
ての個人相談会を開催します。この機
会にぜひご参加ください。

令和6年度
「ひきこもり家族の相談会」

開催のお知らせ

問 健康保険課　☎801-5820
【一人で抱えず、お話ししてみませんか】
　家族がひきこもりになったとき、家
族として「接し方がわからない」「今後
はどうなっていくのだろう」など多くの
悩みがあると思います。
　そんな悩みをご家族だけで抱えて
いませんか。この機会に悩みを相談し
てみませんか。
　「ひきこもり家族の相談会」を開催
します。ぜひご参加ください。

時 12月19日㊍14時30分～16時
所 長与町公民館2階　講座室
(長与町嬉里郷636)

対 長与町、時津町、西海市在住でひ
きこもり当事者のご家族

内 精神科医等への無料相談など 料 無料

申 長与町役場健康保険課☎801-5820
時津町役場福祉課　☎865-6940

〆 12月12日㊍

長崎エリア移住＆
転職相談会【完全予約制】

問 ながさき移住ウェルカムプラザ
☎0120-301-801

時 1月13日㊊10時～17時
〆 1月6日㊊
他 完全予約制です。長
崎市移住定住ホー
ムページ（ながさき
人になろう）の専用
申込ページからお
申し込みください。

　長崎エリア（長崎市・長与町・時津
町）への移住を考えている方向けに、
オンラインでの相談会を開催します。
　長崎エリアへの移住をご検討のご
家族やお知り合いがいらっしゃいまし
たら、ぜひご紹介ください！完全予約
制となっていますので、下記をご確認
の上、事前にご予約をお願いします。

ながよみかんカフェ

問 介護保険課包括支援係☎801-5822
長与町地域包括支援センター　
☎887-3008

所 老人福祉センター　大ホール
内 認知症について不安や相談があ
る、認知症について学びたい、出か
ける場所がほしい、人と話したい、
同じ趣味を楽しみたいなど、どな
たでも参加していいところです。お
茶やコーヒー、ちょっとしたお菓子
を準備しています。お気軽にご参
加ください。
12月の内容  クリスマス会

料 100円 申 申込み不要
他 時間内出入り自由

時 12月20日㊎ 13時30分～15時30分

人権相談・行政困りごとなんでも相談

健康相談

問 健康保険課健康増進係　☎801-5820
内 看護師、栄養士などが、血圧、体組成の測定や健康、栄養に関する相談をお受
けしています。

料 無料

●ファイナンシャル・
　プランナーとは
節約から、税金、住宅ロー
ン、不動産、相続などあら
ゆる「お金」に関すること
を熟知した専門家。収入
と支出のバランスを考慮
した計画を提案・アドバイ
スします。

▲申込ページ

問 総務課行政係　☎801-5781
　合同相談所を開設しています。事前予約は必
要ありませんので、お気軽にお越しください。相
談は無料で、秘密は堅く守られます。

時
所所

所所
時

所所
時

●　  12月10日㊋　10時～15時
　　  長与町公民館
●　  12月17日㊋　13時～16時 
　　  長与町公民館
●　  １月21日㊋　13時～16時
　　  ふれあいセンター
※12月10日は、人権相談のみの実施となります。

【人権相談特設相談・行政困りごとなんでも相談】

行政困りごとなんでも相談
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など、
行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。
長崎行政監視行政相談センター　☎849-1101

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所
とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時
所
月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局　☎0570-003-110

人権相談

10月中のうごき

日付 場所 時間
12月 5 日㊍ イオンタウン長与（第1木曜） 9時30分～11時30分
12月10日㊋ ふれあいセンター1階ホール（第2火曜） 9時～12時
12月21日㊏ 役場守衛室前（第4土曜） 9時～12時
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無料で受けられる
キャッチアップ接種は
令和7年3月まで！

問 こども政策課　☎801-5881
対 ①定期接種：小学校６年～高校１

年相当の女性
②キャッチアップ：高校２年相当～
平成９年度生まれの女性

１回接種でも効果は見込まれるため、
接種をご希望の方は早めの接種を！
詳しくは、下記町ホーム
ページおよびリンク先
をご覧ください。子宮頸
がんワクチンについて
（町ホームページ）▶

一般家庭・公共施設からの
もやせるゴミ排出量・
紙類の資源化量の比較

リサイクルできる紙類

もやせるごみ
排出量 前年度比

10月分
累計

512,260㎏
3,741,760㎏

▲42,340㎏
▲72,010㎏

排出量月

月

前年度比
10月分
累計

37,330㎏
325,280㎏

▲8,250㎏
▲41,150㎏

紙類は種類ごとに回収しています。後出し
は回収漏れの原因になりますのでご注意く
ださい。紙類に限らず、ごみは朝８時までに
出しましょう。

住民環境課環境係☎801-5824問

人口のうごき

令和６年10月31日現在（前年同月比）
39,512人

17,155世帯
18,789人
20,723人

-391人
67世帯
-206人
-185人

人口
世帯
男
女

22人
35人

113人
101人

出生
死亡

転入
転出

令和6年10月から、新型コロナワクチンの定期接種が始まりました

　新型コロナワクチン予防接種は、令和6年度からB類疾病※の定期接種になりました。接種券や勧奨ハガキなどは送付し
ません。接種を希望される場合は、インフルエンザと同じように、各医療機関に直接連絡して予約してください。

※高齢者の新型コロナワクチン、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンなどB類疾病予防接種については、個人の予防を目的
として希望される方に実施していだくもので、接種の義務などはありません。医師の診察、説明を受け、予防接種の効果や
副反応などについて理解した上で、希望する場合に接種されるようにお願いいたします。

※定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として受けることも可能です。
接種費用は全額自己負担となります。各医療機関にご相談ください。

定期・任意の予防接種が
実施できる町内の医療
機関一覧はこちら

相 談

家計の見直し・生活改善相談会　ファイナンシャル・プランナー（FP）に相談しましょう

問 地域安全課交通防犯係　☎801-5662
時 1月23日㊍　9時～20時
内 こんなことで悩んでいませんか？
以下に当てはまる方はぜひご相談を。
・多重債務（借金）を抱えていて返済が苦しい
・住宅ローンや教育費の支出が多い
・家計の収支を把握し、生活の基盤を整えたい

定 先着10名

料 無料

〆 1月15日㊌

申 相談までの流れ
1.相談日の予約（窓口または電話）
2.相談日までに提出書類（家計の
収支表など）を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラ
ン、返済プランを策定

新規就農相談会を
開催します

問 長与町農業支援センター事務局
（長与町役場　産業振興課内）
☎801-5836

時 令和7年１月6日㊊
13時30分～16時

所 長与町役場２階　産業振興課
申 電話にて事前申込み
〆 12月20日㊎
他 就農相談は随時受け付け中

　年末年始に帰省される方など、普段
来庁が難しい方を対象に、就農に向け
ての個人相談会を開催します。この機
会にぜひご参加ください。

令和6年度
「ひきこもり家族の相談会」

開催のお知らせ

問 健康保険課　☎801-5820
【一人で抱えず、お話ししてみませんか】
　家族がひきこもりになったとき、家
族として「接し方がわからない」「今後
はどうなっていくのだろう」など多くの
悩みがあると思います。
　そんな悩みをご家族だけで抱えて
いませんか。この機会に悩みを相談し
てみませんか。
　「ひきこもり家族の相談会」を開催
します。ぜひご参加ください。

時 12月19日㊍14時30分～16時
所 長与町公民館2階　講座室
(長与町嬉里郷636)

対 長与町、時津町、西海市在住でひ
きこもり当事者のご家族

内 精神科医等への無料相談など 料 無料

申 長与町役場健康保険課☎801-5820
時津町役場福祉課　☎865-6940

〆 12月12日㊍

長崎エリア移住＆
転職相談会【完全予約制】

問 ながさき移住ウェルカムプラザ
☎0120-301-801

時 1月13日㊊10時～17時
〆 1月6日㊊
他 完全予約制です。長
崎市移住定住ホー
ムページ（ながさき
人になろう）の専用
申込ページからお
申し込みください。

　長崎エリア（長崎市・長与町・時津
町）への移住を考えている方向けに、
オンラインでの相談会を開催します。
　長崎エリアへの移住をご検討のご
家族やお知り合いがいらっしゃいまし
たら、ぜひご紹介ください！完全予約
制となっていますので、下記をご確認
の上、事前にご予約をお願いします。

ながよみかんカフェ

問 介護保険課包括支援係☎801-5822
長与町地域包括支援センター　
☎887-3008

所 老人福祉センター　大ホール
内 認知症について不安や相談があ
る、認知症について学びたい、出か
ける場所がほしい、人と話したい、
同じ趣味を楽しみたいなど、どな
たでも参加していいところです。お
茶やコーヒー、ちょっとしたお菓子
を準備しています。お気軽にご参
加ください。
12月の内容  クリスマス会

料 100円 申 申込み不要
他 時間内出入り自由

時 12月20日㊎ 13時30分～15時30分

人権相談・行政困りごとなんでも相談

健康相談

問 健康保険課健康増進係　☎801-5820
内 看護師、栄養士などが、血圧、体組成の測定や健康、栄養に関する相談をお受
けしています。

料 無料

●ファイナンシャル・
　プランナーとは
節約から、税金、住宅ロー
ン、不動産、相続などあら
ゆる「お金」に関すること
を熟知した専門家。収入
と支出のバランスを考慮
した計画を提案・アドバイ
スします。

▲申込ページ

問 総務課行政係　☎801-5781
　合同相談所を開設しています。事前予約は必
要ありませんので、お気軽にお越しください。相
談は無料で、秘密は堅く守られます。

時
所所

所所
時

所所
時

●　  12月10日㊋　10時～15時
　　  長与町公民館
●　  12月17日㊋　13時～16時 
　　  長与町公民館
●　  １月21日㊋　13時～16時
　　  ふれあいセンター
※12月10日は、人権相談のみの実施となります。

【人権相談特設相談・行政困りごとなんでも相談】

行政困りごとなんでも相談
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など、
行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。
長崎行政監視行政相談センター　☎849-1101

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所
とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時
所
月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局　☎0570-003-110

人権相談

10月中のうごき

項目 内容
予防接種 新型コロナワクチン定期接種（B類疾病）
対象 ・接種日時点で65歳以上

・接種日時点で60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス（HIV）による
免疫の機能に障害を有する方（障害者手帳1級相当の方）

接種できる時期 10月1日～令和7年2月28日
自己負担額 2,000円

※生活保護世帯の方は自己負担が免除されますので、生活保護世帯証明書を役場（福祉課）で発
行し医療機関へご持参ください。
※町民税非課税世帯の無料制度はありません。

接種方法 ・希望する医療機関に電話で予約
・保険証と自己負担金を持参し接種

接種証明書 令和6年度以降に接種した分の証明書交付はありません。
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なるほど介護学習会

問 �長与町社会福祉協議会地域福祉課　☎883-7588
　��介護保険課包括支援係　☎801-5822
時���12月13日㊎　13時30分～15時30分
所��老人福祉センター　大ホール
対��介護について学習したい方
内���介護の知識や方法、介護の制度などについて学びます
�　� 12月のテーマ �介護体験談
申���申込み不要

長与駅コミュニティホール
イベント案内

問 �契約管財課　☎801-5784
　�� 開館時間 �８時30分～19時

●ギター演奏会
時���１月19日㊐
他�� 主催 ��フェローギターを囲んで楽しもう会

はじめてのスマートフォン講座

勤労青少年ホーム　12月短期体験講座

対 �・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを初めて使用する方、または、いまいち使いこなせていない方
定 �原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）
料 �無料
申 �講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課また

は公民館（長与町公民館・高田地区公民館・上長与地区公民館・長与北部地区多目的研修集会施設）へ提出してく
ださい。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）

　  ※電話でのお申し込みはご遠慮ください（郵送、FAX、メールで申し込む場合は生涯学習課へ）
他 �・当日はご自身のスマートフォンをご用意ください
　  ・ LINEの基礎知識を受講希望の方はLINEを自身のスマホへインストールし、初期設定まで完了されたうえでご参加

ください

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

１月

A 22日㊌10時～12時 キャッシュレス決済をしてみよう
長与町公民館
2階講座室

１月6日㊊
必着

B 22日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 23日㊍10時～12時 地図で探してみよう
D 23日㊍13時～15時 LINEの基礎知識

2月

A 19日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう
上長与地区公民館
2階図書室

2月3日㊊
必着

B 19日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 20日㊍10時～12時 LINEの基礎知識
D 20日㊍13時～15時 地図で探してみよう

講座名 開催日時 詳細 定員 料　金 締　切

親子で
しめ縄飾り作り

12月27日㊎
10時～12時

内容 :お正月用に“しめ縄飾り”を作ってみませんか
講師：境　ケイ子　先生
対象：町内在住の小学生親子
＊応募多数の場合は令和6年度の短期体験講座を初めて受講す
る方を優先したうえで抽選をおこないます。ご了承ください。
持参するもの：�細いワイヤーを切断する道具（キッチンバサミ・

ニッパーなど）

12組 1,500円
(材料実費) 12月18日㊌

こだわり玉子の
伊達巻作り

12月27日㊎
13時30分
～16時

内容 :�オーブンで、こだわりの玉子を使って伊達巻を作ります。で
きた作品は巻きすで巻いたまま持ち帰ってもらいます。

講師：安野　良恵　先生
対象：町内の成人者
＊応募多数の場合は令和6年度の短期体験講座を初めて受講す
る方を優先したうえで抽選をおこないます。ご了承ください。
持参するもの：エプロン、三角巾およびハンドタオル

8人
600円

(材料実費　
巻きす込)

12月18日㊌

問 �生涯学習課　〒851-2185　長与町嬉里郷 659番地１　☎ 801-5682　�FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

問 �勤労青少年ホーム　☎ 883-6224　〒851-2128�嬉里郷 431-1
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●登録だけでは、任命を確定するものではありません。
　あらかじめご了承ください。
　登録後、調査ごとに町より調査への従事を依頼します。
●任命期間中の身分は「非常勤公務員」になります。
　調査員には守秘義務が課せられます。
●対象①�２０歳以上の町民の方で、健康で責任をもって

統計調査を遂行できる方
②�調査で知り得た情報など、秘密の保護に関して
信頼のおける方

③警察や税務、選挙に直接関係のない方
④�暴力団員に該当しない方、または暴力団や暴力
団員と密接な関係を有しない方

●調査員の報酬
　�調査員には、調査活動（おおむね２か月の任命期間）
の対価として報酬が支払われます。
　�金額は調査の種類や受け持ち件数によって異なります。

●募集・登録期間
　随時受付
　�登録申込書は政策企画課窓口、もしくは
右記二次元コードからダウンロードして
ください。
●調査員の登録から任命までの流れ
　�町（政策企画課）に登録申込書を提出し「登録調査
員」として登録
　　　　↓
　�各種統計調査に応じ、「登録調査員」の中から町が統
計調査従事を依頼
　　　　↓　　　※直近の統計調査　2025年10月　国勢調査
　統計調査に従事

申��・問 �政策企画課総務統計係　☎801－5661
国などが実施する統計調査において、調査対象となる世帯・事業所を訪問して調査の依頼、調査票の配布・回収などを
行う「調査員」を募集します。あらかじめ町に登録していただく必要があります。

登録調査員募集中！

募 集

予備自衛官補募集 水道検針員登録者募集

問 �自衛隊長崎地方協力本部　琴海地域事務所　
�　�☎884-2809
対��（一般）18歳以上、52歳未満
�　�（技能）18歳以上、53歳～55歳未満
内��いざという時に活躍できる予備自衛官になってみませ
んか？自衛官経験が無くても予備自衛官になれるコー
スがあります。

�　��今の仕事を続けながら、非常勤の自衛官になれる
コースです。詳しくはお問い合わせください。

問 �上下水道課料金総務係　☎801-5831
対��応募資格
・満20歳以上の心身共に健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
内�毎月（９日～14日）の水道検針業務
申���上下水道課窓口にて申込書に記入または電話
他���詳しくは町ホームページまたは水道局ホームページを
ご覧ください。

問 �長与町国際交流協会（政策企画課内）☎801-5661
　バスで巡る国際交流ツアーを実施します。外国人と日本人でグループを組み、交流しながら
「雲仙散策」「カステラ作り体験」を行います。昼食代込みです。国際交流したい方、長崎の魅
力を再発見したい方にオススメです。お気軽にご参加ください！事前に申し込みが必要です。

時���1月25日㊏8時集合～16時30分解散予定
〆��12月25日㊌
定����20名（協会会員優先）
対��長与町民または協会会員
料����2,000円（協会会員は1,000円）
申��Webフォームにて受付

所��長与小学校横集合（申し込み後に地図案内）
内��スケジュール（天候により変更有。）
　��到着後～11時30分雲仙散策＆ビードロ美術館見学
　��昼食：長崎カステラランド（中華コース予定）
　��昼食後～15時30分カステラ作り体験＆工場見学
他����体験、昼食、バス往復代込み

長崎の魅力を再発見！国際交流バスツアー

講 座 ・ イ ベ ン ト

▲申込webフォーム
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なるほど介護学習会

問 �長与町社会福祉協議会地域福祉課　☎883-7588
　��介護保険課包括支援係　☎801-5822
時���12月13日㊎　13時30分～15時30分
所��老人福祉センター　大ホール
対��介護について学習したい方
内���介護の知識や方法、介護の制度などについて学びます
�　� 12月のテーマ �介護体験談
申���申込み不要

長与駅コミュニティホール
イベント案内

問 �契約管財課　☎801-5784
　�� 開館時間 �８時30分～19時

●ギター演奏会
時���１月19日㊐
他�� 主催 ��フェローギターを囲んで楽しもう会

はじめてのスマートフォン講座

勤労青少年ホーム　12月短期体験講座

対 �・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを初めて使用する方、または、いまいち使いこなせていない方
定 �原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）
料 �無料
申 �講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課また

は公民館（長与町公民館・高田地区公民館・上長与地区公民館・長与北部地区多目的研修集会施設）へ提出してく
ださい。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）

　  ※電話でのお申し込みはご遠慮ください（郵送、FAX、メールで申し込む場合は生涯学習課へ）
他 �・当日はご自身のスマートフォンをご用意ください
　  ・ LINEの基礎知識を受講希望の方はLINEを自身のスマホへインストールし、初期設定まで完了されたうえでご参加

ください

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

１月

A 22日㊌10時～12時 キャッシュレス決済をしてみよう
長与町公民館
2階講座室

１月6日㊊
必着

B 22日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 23日㊍10時～12時 地図で探してみよう
D 23日㊍13時～15時 LINEの基礎知識

2月

A 19日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう
上長与地区公民館
2階図書室

2月3日㊊
必着

B 19日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 20日㊍10時～12時 LINEの基礎知識
D 20日㊍13時～15時 地図で探してみよう

講座名 開催日時 詳細 定員 料　金 締　切

親子で
しめ縄飾り作り

12月27日㊎
10時～12時

内容 :お正月用に“しめ縄飾り”を作ってみませんか
講師：境　ケイ子　先生
対象：町内在住の小学生親子
＊応募多数の場合は令和6年度の短期体験講座を初めて受講す
る方を優先したうえで抽選をおこないます。ご了承ください。
持参するもの：�細いワイヤーを切断する道具（キッチンバサミ・

ニッパーなど）

12組 1,500円
(材料実費) 12月18日㊌

こだわり玉子の
伊達巻作り

12月27日㊎
13時30分
～16時

内容 :�オーブンで、こだわりの玉子を使って伊達巻を作ります。で
きた作品は巻きすで巻いたまま持ち帰ってもらいます。

講師：安野　良恵　先生
対象：町内の成人者
＊応募多数の場合は令和6年度の短期体験講座を初めて受講す
る方を優先したうえで抽選をおこないます。ご了承ください。
持参するもの：エプロン、三角巾およびハンドタオル

8人
600円

(材料実費　
巻きす込)

12月18日㊌

問 �生涯学習課　〒851-2185　長与町嬉里郷 659番地１　☎ 801-5682　�FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

問 �勤労青少年ホーム　☎ 883-6224　〒851-2128�嬉里郷 431-1
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　　　　↓
　�各種統計調査に応じ、「登録調査員」の中から町が統
計調査従事を依頼
　　　　↓　　　※直近の統計調査　2025年10月　国勢調査
　統計調査に従事

申��・問 �政策企画課総務統計係　☎801－5661
国などが実施する統計調査において、調査対象となる世帯・事業所を訪問して調査の依頼、調査票の配布・回収などを
行う「調査員」を募集します。あらかじめ町に登録していただく必要があります。

登録調査員募集中！
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予備自衛官補募集 水道検針員登録者募集

問 �自衛隊長崎地方協力本部　琴海地域事務所　
�　�☎884-2809
対��（一般）18歳以上、52歳未満
�　�（技能）18歳以上、53歳～55歳未満
内��いざという時に活躍できる予備自衛官になってみませ
んか？自衛官経験が無くても予備自衛官になれるコー
スがあります。

�　��今の仕事を続けながら、非常勤の自衛官になれる
コースです。詳しくはお問い合わせください。

問 �上下水道課料金総務係　☎801-5831
対��応募資格
・満20歳以上の心身共に健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
内�毎月（９日～14日）の水道検針業務
申���上下水道課窓口にて申込書に記入または電話
他���詳しくは町ホームページまたは水道局ホームページを
ご覧ください。

問 �長与町国際交流協会（政策企画課内）☎801-5661
　バスで巡る国際交流ツアーを実施します。外国人と日本人でグループを組み、交流しながら
「雲仙散策」「カステラ作り体験」を行います。昼食代込みです。国際交流したい方、長崎の魅
力を再発見したい方にオススメです。お気軽にご参加ください！事前に申し込みが必要です。

時���1月25日㊏8時集合～16時30分解散予定
〆��12月25日㊌
定����20名（協会会員優先）
対��長与町民または協会会員
料����2,000円（協会会員は1,000円）
申��Webフォームにて受付

所��長与小学校横集合（申し込み後に地図案内）
内��スケジュール（天候により変更有。）
　��到着後～11時30分雲仙散策＆ビードロ美術館見学
　��昼食：長崎カステラランド（中華コース予定）
　��昼食後～15時30分カステラ作り体験＆工場見学
他����体験、昼食、バス往復代込み

長崎の魅力を再発見！国際交流バスツアー
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